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下
船
後
の
療
養
補
償
に
つ
い
て
の
ご
案
内

○
「
下
船
後
の
療
養
補
償
」
と
は
？

　
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
方
は
、
乗
船
中
（
原
則
と
し
て
船
舶
内
）

に
初
め
て
発
生
し
た
職
務
外
の
傷
病
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
、

「
船
員
保
険
療
養
補
償
証
明
書
」
を
医
療
機
関
（
ま
た
は
調
剤
薬
局
）

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
下
船
日
（
※
）
か
ら
３
カ
月
間
に
限
り
、

保
険
診
療
分
に
つ
い
て
自
己
負
担
な
し
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
※
下
船
日
と
は
？

　
　
乗
船
中
に
病
気
や
ケ
ガ
が
発
生
し
て
か
ら
最
初
に
寄
港
、
上
陸

し
た
日
（
療
養
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
）
で
す
。

○ 

次
の
場
合
は
「
下
船
後
の
療
養
補
償
」
の
対
象
外
で
す
！

　
　
（
一
部
負
担
金
の
お
支
払
い
が
必
要
に
な
り
ま
す
）

　
◆ 

乗
船
前
か
ら
医
療
機
関
で
治
療
し
て
い
た
病
気
や
ケ
ガ
を
下

　

船
後
に
治
療
す
る
場
合

　
◆ 

職
務
上
の
病
気
や
ケ
ガ
の
治
療
を
行
う
場
合

　
　 

（
労
災
保
険
の
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
管
轄
の
労
働

　

基
準
監
督
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

　
◆ 

船
舶
外
（
自
宅
な
ど
）
で
発
生
し
た
病
気
や
ケ
ガ
を
治
療
す
る

　

場
合

　
◆ 

健
康
診
断
で
見
つ
か
っ
た
病
気
に
つ
い
て
の
精
密
検
査
、
治

　

療
な
ど
を
行
う
場
合

　
◆ 

歯
科(

虫
歯
・
歯
周
病
等)

で
の
治
療
を
行
う
場
合

　
　  

（
１
年
以
上
継
続
し
て
乗
船
中
に
発
症
し
た
場
合
を
除
き
ま
す
）

　「
下
船
後
の
療
養
補
償
」
を
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
船
員
保
険
療

養
補
償
証
明
書
を
船
員
保
険
部
へ
必
ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　「
船
員
保
険
療
養
補
償
証
明
書
」
を
使
用
し
て
受
診
さ
れ
た
病
気

や
ケ
ガ
が
下
船
後
の
療
養
補
償
の
給
付
対
象
で
あ
る
か
否
か
、
発
症

の
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
※
船
員
保
険
部
へ
ご
提
出
が
な
い
場
合
は
、
後
日
、
被
保
険
者
の

方
に
、
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
お
支
払
い
い
た
だ
く
は
ず
で
あ
っ
た

一
部
負
担
金
相
当
額
（
職
務
上
の
傷
病
の
場
合
は
医
療
費
の
全
額
）
を

返
還
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　 

※
こ
の
記
事
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
の
資
料
を
基
に
作
成


